
議案第４９号 

倉敷市立高等学校の授業料に関する規則の改正について 

 倉敷市立高等学校の授業料に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 
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   倉敷市立高等学校の授業料に関する規則の一部を改正する規則 

 倉敷市立高等学校の授業料に関する規則（平成２６年倉敷市教育委員会規則第１１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第３項第２号中「その該当することとなった日の属する月の翌月」を「当該年度の７

月」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の倉敷市立高等学校の授業料に関する規則の規定

は、令和５年４月１日から適用する。 

 

教育企画総務課 



倉敷市立高等学校の授業料に関する規則（平成26年倉敷市教育委員会規則第11号）新旧対照表 

新 旧 

（授業料の納期の特例） （授業料の納期の特例） 

第２条 条例第６条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料の納

入は、当該各号に定める期間、猶予する。 

第２条 条例第６条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料の納

入は、当該各号に定める期間、猶予する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 条例第６条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料の納期

は、当該各号に定める日から15日以内とする。 

３ 条例第６条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる授業料の納期

は、当該各号に定める日から15日以内とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第３条第２項第３号に該当することとなった者（省令第11条第１項の

届出を行った者に限る。）の当該年度の７月             

 から省令第11条第８項の規定による通知を受けた日の属する月（２月６

日から２月29日までの間に当該通知を受けた場合は通知を受けた日の属

する月の翌月）までの期間に係る授業料 当該通知を受けた日 

(2) 法第３条第２項第３号に該当することとなった者（省令第11条第１項の

届出を行った者に限る。）のその該当することとなった日の属する月の翌

月から省令第11条第８項の規定による通知を受けた日の属する月（２月６

日から２月29日までの間に当該通知を受けた場合は通知を受けた日の属

する月の翌月）までの期間に係る授業料 当該通知を受けた日 

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略） 

 


